
小学校教諭二種免許状

2,500
減免

愛媛大学 免許法認定通信教育（認定申請中）

本チラシ裏面のシート

または実施要項10ページのチェックリストを提出

氷河期

お問い合せ｜愛媛大学免許法認定通信教育事務局 〒790-8577 愛媛県松山市文京町3

089-927-9452  (平日10：30 ～17：30) eu.recurrent@ed.ehime-u.ac.jp

http://treasure.ed.ehime-u.ac.jp/eu-recurrent/

５,０００円

＊本講習は、令和３年度文部科学省受託事業「就職氷河期世代を対象とした教職に関するリカレント教育プログラム事業」に基づき実施します。

愛媛大学では、文部科学省受託事業の

「就職氷河期世代を対象とした教職に関する

リカレント教育プログラム事業」に基づき

就職氷河期世代の受講者の方々に対して

受講料を減免いたします。お申込みの方は

ぜひご利用ください。
減免条件につきましては裏面をご覧ください。

詳細は裏面へ

C H E C K ！

詳しくはHPへ

減免します！

小学校教諭二種免許状
中学校 幼稚園教員のための

受講料を

2,500円

令和３年度氷河期世代の
先生方
必見

通常価格

申請期限

申請方法

※ 別途テキスト代が必要となる講座もあります

１講座

令和3年7月19日 令和3年9月13日
第Ⅰ期 第Ⅱ期

メール
提出

http://treasure.ed.ehime-u.ac.jp/eu-recurrent/youkou//
※ 実施要項はこちら

※ 上記書類をPDFまたは写真にて

下記メールアドレスにお送りください

http://treasure.ed.ehime-u.ac.jp/eu-recurrent/
http://treasure.ed.ehime-u.ac.jp/eu-recurrent/youkou/


１ □ R３.7.31時点において、教員採用試験を受験したことがある、または臨時的任用リ
ストへ登録しているなど、学校現場で勤務する意思がある。

２ □ R３.7.31時点において、３６歳以上５６歳未満である。

３ □ R３.7.31から起算して、過去１年間正社員として雇用されていない。

４ □ R３.7.31から起算して、直近５年間に正社員としての雇用期間が通算１年以下であ
る。

５ □
R３.7.31から起算して、直近５年間概ね１年以上の間に臨時的・短期的な就業を繰
り返す、あるいは臨時的・短期的な就業と失業状態を繰り返すなど不安定就労の期
間が長かった。

６ □ R３.7.31から起算して、直近５年間に非正規雇用の就職経験が多い、あるいは就職
後の就業期間が短いなど安定した就労の経験が乏しい。

受講料の減免条件

チェックシート

本書類は実施要項10ページにもあります。ダウンロードは表面記載のHPへ

〇 下記の１～３のすべてに当てはまる方、かつ ４～６のいずれかに

当てはまる方は受講料を免除いたします。

〇 １講座につき５,０００円のところ２,５００円とします。

〇 ご希望の方は当てはまる項目にチェックを入れた上、職務経歴書と共に

ご提出ください。

上記のチェック項目を
証明するため

必ずご記入ください

年 月 事項 期間（〇年〇ヶ月）

職務経歴書
氏名

生年月日（昭和・平成 ） 年 月 日

勤務先名

□ 上記のとおり相違ありません
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